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  令和３年度の普通会計の歳入決算額は前年度比 12.6％減の 29,882 百万円、歳出決算額

は前年度比 13.2％減の 28,710百万円となりました。 

決算収支（形式収支）は 1,171 百万円で、翌年度へ繰り越すべき財源 334 百万円を差し

引いた実質収支は 837百万円の黒字となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 普通会計決算収支 ■ 

                                （単位:百万円） 

区 分 令和３年度 令和２年度 増減額 増減率 

歳入総額 29,882 34,208 ▲4,326 ▲12.6％ 

歳出総額 28,710 33,069 ▲4,359 ▲13.2％ 

歳入歳出差引額 

（形式収支） 
1,171 1,139 32 2.8％ 

翌年度繰越財源 334 398 ▲64 ▲16.1％ 

実質収支 837 741 96 13.0％ 

 

令和３年度普通会計決算概要 

〈普通会計〉 

   地方公共団体は、一般会計のほかに特別会計を設置していますが、それぞれの会計名称

や範囲などは各団体によって異なっており、他都市との比較を行うために、総務省地方財

政状況調査に基づく「普通会計」という統一的な会計区分を用いています。 

    本市においては、一般会計及び休日応急診療所特別会計をあわせ、重なる経費を差し引

き（純計）したものです。 

〈実質収支〉 

   歳入と歳出の差引額（形式収支）から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した額です。 

〈一般会計〉 

   地方公共団体の会計の中心をなし、行政運営の基本的な経費を網羅した会計です。 

〈特別会計〉 

   一般会計に対して、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して個別に処理するための

会計です。本市においては松井財産区特別会計、国民健康保険特別会計、休日応急診療所

特別会計、介護保険特別会計（保険事業勘定、サービス事業勘定）、後期高齢者医療特別

会計があります。 
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 令和３年度の歳入決算額は 29,882百万円で、前年度に比べると 4,326百万円（12.6％）

の減少となりました。特別定額給付金補助金の減少が主な要因です。 

 市税は 11,382百万円で、前年度に比べて 86百万円（0.7％）減少しました。個人市民税

所得割の減少が主な要因です。 

一方で、地方交付税は 3,409 百万円で、前年度と比べると 678 百万円（24.8％）増加し

ました。令和３年度の特例措置として、普通交付税に臨時財政対策費等が設けられたこと

が主な要因です。 

 

■ 歳入決算額の推移 ■ 

9,774 10,024 10,159 10,450 10,606 10,625 10,827 11,334 11,467 11,382

2,841 2,743 2,693 2,793 2,613 2,513 2,596 2,522 2,731 3,409

4,495 4,777 5,387 5,339 4,895 5,096 5,279 5,172

14,174

8,944
2,463 2,439

2,800 2,064
1,660 2,038 1,656 1,484

1,805

1,459

3,001
3,595

3,953 4,347
4,589 4,730 3,706 4,005

4,031

4,688

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度

（百万円）

市税 地方交付税 国・府支出金 市債 その他

 

 

 

 

 

 

 

24,943 
24,363 

 

24,992 
24,064 24,517 

29,882 

22,574 
23,578 

歳入 

25,002 

 

〈市税〉市民に納めていただく市の税金で、市民税、固定資産税、軽自動車税などです。 

〈地方交付税〉国税の一部を原資として、一定の基準により地方公共団体に交付するものです。 

〈国・府支出金〉国や府が特定の事務事業に対して公益性を認め、交付する給付金です。 

〈市債〉市が資金調達のために負担する債務で、返済が一会計年度を超えて行われるものです。 

〈その他〉地方譲与税、地方消費税交付金、使用料及び手数料、財産収入、繰越金などです。 

34,208 
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性質別経費とは、経費の性質を基準として分類するもので、人件費、扶助費、公債費や

投資的経費などがあります。 

 人件費については、会計年度任用職員報酬の増加等により、216百万円（3.2％）増の 6,861

百万円となりました。 

 扶助費については、子育て世帯臨時特別給付金の増加等により、1,796百万円（28.2％）

増の 8,165百万円となりました。 

 投資的経費は、民間保育所等整備事業の減少等により 158百万円（7.3％）減の 2,022百

万円となりました。 

補助費等は、特別定額給付金給付金の減少等により、6,921百万円（77.3％）減の 2,030

百万円となりました。 

  

■ 歳出決算額（性質別）の推移 ■ 
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〈人件費〉報酬、給料、職員手当など行政委員や職員などの勤務に関して必要な経費です。 

〈扶助費〉社会福祉制度の一環として、各種法令や市独自の制度に基づいて行う福祉サービス提供に直接必要な

経費です。 

〈公債費〉市債の返済に要する経費で、市債の返済元金とその利子です。 

〈投資的経費〉支出の効果が資本形成に向けられ、公共施設等ストックとして将来に残されるものに支出される

経費です。 

〈その他〉物件費、補助費等、維持補修費、繰出金などにかかる経費です。 

24,360 23,864 24,527 23,416 23,850 
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目的別経費とは、経費を行政目的ごとに分類するもので議会費、総務費、民生費、衛生

費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費や公債費などがあります。 

 令和３年度決算では、総務費は特別定額給付金給付金の減少等により 6,578 百万円

(67.4％)減少しました。一方、衛生費は新型コロナウイルスワクチン接種事業等により

1,041 百万円（58.6％）増となりました。歳出総額では 4,358 百万円(13.2％)減の 28,710

百万円となりました。 

 

■ 歳出決算額（目的別）の推移 ■ 
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〈総務費〉選挙や統計、市税の徴収、住民基本台帳などにかかる経費です。 

〈民生費〉子育て支援、障害者福祉、高齢者福祉や生活保護などにかかる経費です。 

〈衛生費〉健康診査、予防接種、環境対策、ごみ収集・処理などにかかる経費です。 

〈土木費〉道路や河川、排水路、公園、市営住宅など都市の基盤整備や維持にかかる経費です。 

〈消防費〉消防や救急、防災などにかかる経費です。 

〈教育費〉小・中学校、幼稚園などの管理運営や教育施設整備などにかかる経費です。 

〈公債費〉市債の返済に要する経費で、市債の返済元金とその利子です。 

〈その他〉議会費、労働費、農林水産業費、商工費、災害復旧費などにかかる経費です。 

24,360 23,864 
24,527 

23,416 23,850 

33,069 

28,710 
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23,982 
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財政構造の弾力性を判断する指標として用いられる経常収支比率は、90.1％となり、対

前年度比で 3.5ポイント改善しました。 

 経常収支比率の分母を構成する経常一般財源（歳入）については、普通交付税が 662 百

万円（27.3％）増加したこと等により、総額では 962百万円(6.0％)増となりました。 

 一方、比率の分子を構成する経常一般財源（歳出）については、人件費が 155 百万円

（2.7％）、扶助費が 142百万円（7.3％）増加したこと等により、経常一般財源（歳出）総

額では前年度と比べて 306百万円（2.0％）増となりました。 

 令和３年度の経常収支比率は、人件費等が増加した一方、普通交付税の臨時的な増加の

影響等もあり比率は改善となりました。今後、人件費や扶助費等の義務的経費や市税収入

の動向によっては、悪化することも考えられます。経常収支の改善を喫緊の課題として認

識し、財源確保や既存事業の効果検証に取組む必要があります。 

 

 

■ 経常収支比率の推移 ■ 
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■ 経常一般財源の増減 ■                      （単位：百万円） 

経常一般財源（歳入）      経常一般財源（歳出）    

区分 R３年度 R２年度 増減   区分 R３年度 R２年度 増減 

市税 10,455 10,547 ▲92   人件費 5,977 5,822 155 

地方消費税交付金 1,552 1,406 146   扶助費 2,085 1,943 142 

地方譲与税等 731 479 252   公債費 2,124 2,133 ▲9 

普通交付税 3,091 2,429 662   物件費 2,443 2,388 55 

臨時財政対策債 1,027 972 55  補助費等 819 816 3 

その他 176 178 2   繰出金 1,510 1,519 ▲9 

合計 17,032 16,070 962   その他 385 415 ▲30 

         合計 15,343 15,037 306 

経常収支比率の状況 
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健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するもので、実質赤字比率、

連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の 4 つの財政指標の総称です。この

健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画又は財政再

生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。 

 令和３年度決算に基づく本市の健全化判断比率は、いずれの比率も早期健全化基準以下

となりました。 

 ・実質赤字比率    －  （早期健全化基準 12.68    財政再生基準 20.00） 

 ・連結実質赤字比率  －  （早期健全化基準 17.68    財政再生基準 30.00） 

 ・実質公債費比率    0.5 （早期健全化基準 25.0     財政再生基準 35.0） 

 ・将来負担比率    －   （早期健全化基準 350.0） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全化判断比率の状況 

〈実質赤字比率〉 

  一般会計等（一般会計及び休日応急診療所特別会計）を対象とした実質赤字額の標準財政規

模に対する比率です。地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化

の度合いを示すものです。 

〈連結実質赤字比率〉 

  全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。全ての

会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団

体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すものです。 

〈実質公債費比率〉 

  一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額（標準財

政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額歳入額を控除した額）に対する指標で、資金

繰りの程度を示すものです。 

〈将来負担比率〉 

  地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、一般会計等が将来負担すべ

き実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。地方公共団体の借入金（地方債）や将来

支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性

の度合いを示すものです。 

〈早期健全化基準〉 

  地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主

的かつ計画的に健全化を図るべき基準として定められた数値です。 

〈財政再生基準〉 

  地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財

政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準と

して定められた数値です。 
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■ 実質赤字比率 ■ 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

京田辺市 － － － － － 

早期健全化基準 12.82 12.80 12.79 12.73 12.68 

財政再生基準 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

   

■ 連結実質赤字比率 ■ 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

京田辺市 － － － － － 

早期健全化基準 17.82 17.80 17.79 17.73 17.68 

財政再生基準 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

   

■ 実質公債費比率 ■ 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

京田辺市 4.1 3.0 1.6 0.4 0.5 

早期健全化基準 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

財政再生基準 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 

 

■ 将来負担比率 ■ 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

京田辺市 － － － － － 

早期健全化基準 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 

   

（注）１ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の「－」表記は、実質赤字額及び連結実質

赤字額がないことを表している。 

   ２ 将来負担比率欄の「－」表記は、将来負担額から充当可能な特定財源等を差し

引いた実質的な将来負担額がないことを表している。 

 


